
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
鉄
鋼
及
び
鉄
鋼
製
品
に
係
る
関
税
の
譲
許
の
適
用
の
停
止
等
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
原
産
地
の
意
義
に
関
す
る
省
令
参
照
条
文

◎

関
税
暫
定
措
置
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

（
特
恵
関
税
等
）

第
八
条
の
二

経
済
が
開
発
の
途
上
に
あ
る
国
（
固
有
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
制
度
を
有
す
る
地
域
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
関
税
に
つ
い
て

特
別
の
便
益
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
便
益
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「

特
恵
受
益
国
等
」
と
い
う
。
）
を
原
産
地
と
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
で
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課

す
る
関
税
の
率
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
三

(

省

略
）

２

（
省

略
）

３

特
恵
受
益
国
の
う
ち
、
国
際
連
合
総
会
の
決
議
に
よ
り
後
発
開
発
途
上
国
と
さ
れ
て
い
る
国
で
特
恵
関
税
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る

関
税
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
特
別
の
便
益
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
国
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

八
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
特
別
特
恵
受
益
国
」
と
い
う
。
）
を
原
産
地
と
す
る
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
物
品
（
別
表
第
二
に

定
め
る
税
率
が
無
税
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
同
項
に
定
め
る
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
無
税
と
す
る
。

◎

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）

（
原
産
地
の
意
義
）

第
五
十
条

法
第
八
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
原
産
地
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
規

定
す
る
国
又
は
地
域
（
以
下
「
原
産
地
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

一

一
の
国
又
は
地
域
（
法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
国
又
は
地
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て

完
全
に
生
産
さ
れ
た
物
品
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品

二

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
物
品
以
外
の
物
品
を
そ
の
原
料
又
は
材
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
こ
れ
に
実
質
的
な
変
更

を
加
え
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
物
品

２
〜
３

（
省

略
）


